
指 標

Process

各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈

分子

Ａ）患者・家族から申請があって閲覧・複写など対応したもの（訴訟・警察

依頼は除く）、

Ｂ）配布患者数（同月内複数回は 1 と数 え る ）

Ｃ）電子カルテの閲覧患者数

積極的開示（配布・電子カルテ閲覧）を分けることで、知る権利の保

障としてのとりくみを明確にする。

訴訟になってしまった後の開示は含まない。訴訟前提で患者から申

請されたものは含む

分母
Ａ ） な し

Ｂ）Ｃ）入院および外来実人数

収集

期間
１ヶ月毎

調整

方法

カルテ開示数 Ａ）手続きによる開示数、Ｂ）配布型開示割合、Ｃ）電子カルテ閲覧利用人数割合59

指標の意義

指標の計算式、分母・分子の解釈

・カルテ開示の基本的な意義は知る権利の保障です（自己決定または「情報と決断の共有」の前提となるもの）。しかし、

個人情報の保護の観点からは、手続きが厳格になり、また電子化によってかえって患者からはアクセスしにくい環境にあ

ります。よほどのことでないと「開示」を請求するという行為にはつながらない結果を生み出しています。診療情報を共有

し、円滑なコミュニケーションを促進することで、適切なパートナーシップにもとづく良質な医療を提供する、その手段とし

てのカルテ開示をいかにしやすくするかというとりくみと実績を評価する指標です。

考察

改善・運用事例など

Ａ）最小値 0.00  25％値 0.25   中央値 0.75   中央値 1.33   最大値 2.83

回答病院 81で、前年に比べ1病院増加。

Ｂ）最小値0.00  25％値0.00   中央値0.00   75％値0.02  最大値0.04

回答病院 64

Ｃ）最小値0.00  25％値0.00   中央値0.00   75％値0.00   最大値0.00

回答病院 61で、前年に比べ2病院減少。

2016年からは３つの指標で集約を行っています。電子カルテの導入により患者からのアクセスがしにくい状況が

生まれている。

・B型肝炎患者の掘り起こし、相談会の実施。マイカルテを使った記録の読み方学習会開催、院内モニターでの放映、設置場所の

整備。

・より迅速に対応できるよう手続きの見直しを行った。

・カルテ開示委員会に問題提起。

・受付から開示までの流れをマニュアル化し、職員のカルテ開示に関する研修を行い、カルテ開示に対応出来る職員教育を行った。
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